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施工管理技術検定における 
自然災害等による不可抗力が発生した場合の対応方針について 

 
 
 
【 自然災害等による不可抗力により試験を中止する場合について 】 

全国又は一部試験地及び試験会場において、自然災害等による不可抗力により試験実施が困難

な場合には、試験を中止する場合があります。 
その場合は原則として、再試験は実施しませんが、受検手数料については返還いたします。 
なお、当センターは、中止にともなう受検者の不便、費用、その他の個人的損害については責

任を負いません。 
 
 

【 試験実施に関する情報提供 】 
自然災害等が発生した場合における試験実施に関する情報は、当センターホームページで事前

にお知らせする予定です。 
自然災害等の不可抗力による試験中止等については、原則※として、当センターホームページ

に掲載します。 
 
※ 試験前日又は当日に、試験中止の判断をする場合があります。また、事前に中止の可能性が高

い場合には、その旨をお知らせしますので、その後の最新情報を確認してください。 
 
 


